
 
（別 添 ２） 

モデル市町村における主な取組事例  

 

 

 

１ 主な子育て支援事業の取組（予定）状況 

 

  
  

放課後児童クラブ（児童健全育成事業）

 ○小学校区全区に設置 

   矢巾町、宮古市、古川市、水戸市、和光市、川口市、新座市、さいたま市、 
市川市、野田市、習志野市、栄町、品川区、足立区、世田谷区、伊勢原市、 
金沢市、七尾市、小松市、山梨市、甲府市、松本市、大垣市、東海市、安城市、

鈴鹿市、名張市、松原市、枚方市、神戸市、浜田市、岡山市、久留米市、諫早

市、大津町、豊後高田市 

 

 ○日曜・祝日の開設 

   水戸市、市川市、東海市、豊後高田市 

 

 ○預かり時間の延長 

  ・18:30まで延長 
    水戸市、市川市、野田市、栄町、川口市、伊勢原市、松本市、佐久市、豊田

市、東海市、鈴鹿市、松山市 
  ・19:00まで延長 

矢巾町、和光市 
  ・20:00以降延長 
    札幌市、さいたま市、足立区、金沢市、小松市、七尾市、神戸市、岡山市、 
    徳島市、佐世保市、諫早市 

 

 

 

 

 

一 時 保 育 

 ○市内全保育所にて対応 

     矢巾町、栄町、多摩市、金沢市、小松市、七尾市、松本市、豊田市、東海市、 
名張市、浜田市、諫早市、大津町、豊後高田市 

 

 ○休日における対応 

   矢巾町、金沢市、七尾市、甲府市、岡山市、大津町 

 



 

 

  

乳幼児健康支援一時預かり（病後児保育）

 ○病児にも対応 

   さいたま市、野田市、品川区、金沢市、小松市、七尾市、京都市、久留米市 

 

 ○対象を小学校（３年）まで拡大 

   川口市、七尾市、大垣市、京都市、諫早市、熊本市、大津町 

 

 ○施設型・派遣型の双方を実施 
七尾市、豊田市 

 

 ○町民以外でも、保護者の勤務地が町内の場合は利用可 
七尾市、大津町 

 

 ○保育園児だけでなく、すべての乳幼児を対象 
大津町 

 

 

 

 

 

ファミリー・サポート・センター

 ○提供会員（援助を行いたい者）数が全体会員数の半数以上 

   小松市、佐世保市 

 

 ○ファミリー・サポート・センターが親に代わって保育所との連絡を行うなど、 
保育所等との連絡・連携体制を確立 

   さいたま市、川口市、金沢市、甲府市、松本市、豊田市、東海市、徳島市、 
大津町 

  
○支部の設置 

      札幌市、市川市 
 

 ○ＩＴを使った連絡システムの確立 
市川市、呉市、大津町 

 

 

 

 

 



 

 

 

育 児 支 援 家 庭 訪 問 事 業 

 ○医療機関が得た情報を積極的に支援機関へ提供 

   札幌市、世田谷区、習志野市、金沢市、小松市、名張市、神戸市、佐世保市、

熊本市 

 

 ○ネットワークの中心となる事務局を設けて情報を一元管理 

      矢巾町、習志野市、松山市、佐世保市 
 

 

 

 

 

つ ど い の 広 場  

 ○中学校区単位に「つどいの広場」又は「地域子育て支援センター」を設置 

   矢巾町、古川市、新座市、和光市、栄町、品川区、伊勢原市、金沢市、小松市、

山梨市、甲府市、松本市、佐久市、東海市、鈴鹿市、久留米市、大津町、豊後

高田市 

 

 ○週６日以上開設 

   金沢市、小松市、佐久市、東海市、大垣市、鳥取市、熊本市 

 

 ○土日祝日の開設 

   札幌市、宮古市、品川区、八王子市、豊田市、徳島市、久留米市 

 

 

 

 

 

地域子育て支援センター 

 ○日曜・祝日の開設 

   和光市、岡山市 

 

 ○すべてのセンターに常設の広場を設置 

   宮古市、品川区、八王子市、松本市、岡山市、呉市 

 

 ○小児科医院に委託し、保健相談に重点を置いたセンターを設置 
名張市 

 

 

 

 

 



 

 

 

子育て支援総合コーディネート事業 

 ○コーディネーターを行政区ごと等に複数配置 

   札幌市、世田谷区、金沢市、京都市、神戸市、浜田市、熊本市 

 

 ○土日も対応 
足立区 

 

 

 

 
ショートスティ、トワイライトスティ（子育て短期支援事業）

 

 ○協力家庭（里親、保育士の自宅など）で実施 

   新座市、川口市、足立区、松原市 

 

 ○保育所で対応 
矢巾町、金沢市 

 
 
 

２．市町村における独自の取組（予定）状況 

 
地域における子育て支援サービスの充実 

 
○ 地域・区・全市の三層構造による子育て支援の展開（北海道札幌市） 

   すべての家庭を対象とする全市的な子育て支援を展開するため、住民組

織、社会福祉協議会、子育てＮＰＯなどとの協働型の「子育てサロン」を

小学校単位に設置するほか、区単位に常設の「区子育て・子育ち支援セン

ター」を設置するとともに、全市的な子育て支援の拠点施設として「札幌

市子育て支援総合センター」を開設し、地域・区・全市の三層構造による

子育て支援体制づくりを進める。 

 

 ○ 「子育て助け隊」の養成（岩手県矢巾町
やはばちょう

） 

   各種の子育て支援事業のボランティアとして活動する「子育て助け隊」 
を養成するため、地域住民を対象に養成講座を実施する。 

    
 
 



○ 金沢市教育プラザ富樫（石川県金沢市） 

   福祉と教育分野が連携を図り、乳幼児から中学生までの子どもたちの健全

育成を一貫して推進するため、拠点施設である教育プラザ富樫を年中無休

（年末年始を除く）、かつ、夜間の２１時まで開設し、児童にかかわる様々

な相談・支援・研修等を一元的に実施する。 

 
 ○ 「子育て・お助け隊」派遣事業（山梨県甲府市） 

高齢者・子育て世代・児童の三世代交流を促進することにより、育児不

安の解消や子育て家庭の孤立防止を図るため、市民からの公募又は関係団

体からの推薦により、子育て支援を希望する者を登録するとともに、「お助

け隊」を編成し、子育てグループ等からの要請に応じて派遣する。 

 
 ○ マタニティ・プラネタリウム（長野県佐久市） 

佐久市子どもみらい館のプラネタリウムを活用して、妊娠中のお母さん

のために、①助産師による出産アドバイス ②保健師、保育士による乳幼児
への接し方などの子育てアドバイス ③童謡を聴きながらの星空ヒーリン
グを行い、命を育むことのすばらしさを感じてもらう。 

 

 ○ つどいの場におけるママスタッフ制度の導入（岐阜県大垣市） 

   子育て中の親子が気軽に集まるつどいの場である「ママプラザ」に

おいて、１人の親が他の子どもの世話もすることにより、手の空いた親が 
スタッフとして活動する「ママスタッフ制」を導入し、次代の子育て支援

者の育成を図る。 

 

○ 父親のための土曜・日曜子育てサロン《サタパパサロン》（岐阜県大垣市）  

   母親の子育ての負担感の軽減と父親の子育てへの参加の促進を図るため、

父親のための土曜・日曜子育てサロン（サタパパサロン）を開催する。 

 

 ○ 市子ども発達センターの整備（愛知県豊田市） 

発達障害又はその疑いのある子どもを対象に相談、診療、機能訓練、生

活指導、保育サービス等を総合的に実施する市子ども発達センターを整備

する。 
 
 ○ 京都子どもネットワークの構築（京都府京都市） 

市民に身近な場での相談事業の充実や児童虐待の早期発見・早期対応

などを図るため、１３０か所の保育所や児童館を「地域子育て支援ステー

ション」に指定するとともに、区単位では、福祉事務所（１４か所）に

「子ども支援センター」を設置するほか、全市単位では、児童福祉センター、

こどもみらい館及び教育相談総合センターを中核機関と位置づけ、重層的

な子育て支援ネットワークを構築する。 



○ サンデー子育てサロンの開催（岡山県岡山市）         
市内５か所の児童館などにおいて、毎週土日の１０時から１７時まで、

０歳から５歳の子どもを持つ幼児と保護者（お父さん、お母さん）を対象

に保育スタッフとの会話や情報交換の場を提供する。 

 

 ○ 向こう三件両隣子育て応援事業（岡山県岡山市） 

身近なところ（向こう三軒両隣）から子育て家庭を応援する気運を醸 

  成するため、近所の人たちによる子育て家庭への声かけ運動など、地域に

根ざした子育て支援の取組を事例集の配布等を通じて広く紹介するととも

に、優秀な取組について表彰を行う。 

 

 ○ 子育て応援・支援団出前事業（徳島県徳島市） 

ボランティアとして子育ての応援・支援を希望する保育士、保健師、栄養士

  などの有資格者や、子育て経験者などを「子育て応援・支援団員」として 
登録し、児童館や子育てサークル、市民グループなどの依頼に応じて派遣

する。 
 
○ ＩＴを活用した母子家庭の就労支援事業（愛媛県松山市） 
市内全域にブロードバンドネットワークが整備されたことから、母子家

庭の母親が自宅でインターネットを使った仕事の受注ができるよう、１年

間パソコンの貸与と仕事のあっせんを行う。 
 

 

 子育て支援のネットワークづくり 
 

 ○ 少子対策・子育て支援ネットワーク会議の開催（茨城県水戸市） 

各団体の連携による子育て支援活動の活性化を図るため、自治会、子ど

も会、子育て活動等を行っている NPOや団体などで構成する「少子対策・
子育て支援ネットワーク会議」を開催する。 

 

 ○ 地域ケアシステムの実施（茨城県つくば市） 

   支援が必要な親子に対して、地域の子育て支援事業に精通した「地域コ

ーディネーター」が地域の保健・医療・福祉の各機関や地域住民と連携を

取りながら「ケアチーム」を編成し、安心して暮らせる地域社会の実現を

目指す。 

 

○ ＮＰＯ法人との連携による家庭教育の支援（埼玉県新座市
に い ざ し

）    

   子どもたちの生きる力の基礎的な資質や能力を培う上で重要な役割を担

う家庭教育の支援を図ることを目的に、子育てサロンやお母さんのはあとタ

イムの実施、子育て情報誌の作成、フェスティバルの開催、子育てサポー

ター養成講座の開催などを、NPO法人との連携により実施する。 
 



 

 児 童 の 健 全 育 成 
 

 ○ アドベンチャープレイ事業（埼玉県川口市） 

   多様な子どもたちの居場所を確保するため、ベイゴマ、けん玉などの

遊具の貸し出しを行うほか、ボランティアのプレイリーダー（あそびの

指導者）と協働し体験型の遊び場を提供する。 

 

 ○ ライフプランアドバイス講演会の開催（千葉県市川市） 
   高校生に対して結婚や子育てについて、具体的に考える機会を提供する

講演会を開催する。          

 
○ ティーンズ・プラザの設置（東京都品川区） 

児童センターの計画的な改修により、中高生向けのティーンズ・プラザ

（中高生館）を整備し、中高生の居場所づくりを推進する。 

 

 ○ 自然体験遊び場の整備（東京都世田谷区） 

空き地や遊休地（民有地含む）を活用し、体験型の遊び場を提供するこ

とにより、多様な子どもの居場所を確保するとともに、子ども自身の育ち

の力の育成、地域での子どもとの関わりや見守り環境の整備を図る。 

 

 ○ 保育キーパー（長野県佐久市） 

保育園に保育キーパー（高齢者による保育補助員）を置き、児童がお年

寄りと触れ合うことにより培われる優しさや思いやりを育む情操教育を推

進する。       

 

 ○ 児童ふれあい交流促進事業（京都府京都市） 

中・高校生等の年長児童が、赤ちゃんとふれあい、関わりをもつことで、

年長児童の他者に対する関心、共感する能力を高めるとともに、将来の

子育ての予備体験をすることにより、育児不安からくる虐待等の防止に資

することを目的として、１０箇所の児童館で児童ふれあい交流促進事業を

実施する。 
  

 
※ なお、上記の取組事例については、現在取り組んでいるもの及び次世代育

成支援対策推進法に基づき、平成１６年度末までに策定する市町村行動計画

において実施を位置づけ、今後取り組もうとしているものを含む。 
 

 


